
特定物質排出抑制計画公表制度について

１ 趣旨

県では、燃料、熱、電気の使用量が原油換算で 1,500kL/年以上の事業所に対し、

「環境の保全と創造に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき、排出の抑制

に係る目標を含む特定物質(温室効果ガス）排出抑制計画の作成・提出及び措置結果

の報告を義務付けている。

各主体の参画と協働による連携の推進と情報の共有化を図るため、事業者から提

出のあった排出抑制計画、排出実績及び主要措置について、個別事業者ごとに県が

個別に公表を行う。（条例改正を行う） 

２ 公表方法

○現行

県は、特定物質排出抑制計画及び報告の取りまとめ結果を公表

○改正（案） 
県は、特定物質排出抑制計画及び報告の内容を、事業者単位で公表（ＨＰに掲載）

３ 公表様式

「特定物質排出抑制計画書（新規・変更）」及び「特定物質排出抑制措置結果報告書」

参照

４ 目標の設定方法

① 基本は総排出量で目標設定

② ①によりがたい場合は、原単位で目標設定

（原単位の設定方法は事業者が業態に応じて設定）
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